様式第４号

実施要領の「５　参加資格」を満たしている旨の誓約書

令和　　年　　月　　日

（あて先）

　埼玉県知事　大野　元裕

　　　　　　　主たる事務所の所在地

企画提案者　　商号又は名称
　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北部地域振興交流拠点整備事業アドバイザリー業務委託企画提案競技への参加に当たり、「北部地域振興交流拠点整備事業アドバイザリー業務委託企画提案競技実施要領」の「５　参加資格」を満たしていることを誓約します。

（参考）北部地域振興交流拠点整備事業アドバイザリー業務委託企画提案競技実施要領


５　参加資格


　　次の（１）～（９）のすべてを満たす事業者とする。


（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者ではないこと。


（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第９１条の規定により、埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者ではないこと。


（３）企画提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。


（４）企画提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けている者ではないこと。


（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続き開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。


（６）法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者ではないこと。


（７）物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示８３３号）に基づく令和７年度・８年度の物品等競争入札参加資格者名簿に、登録業種区分が「催物、映画及び広告の企画・製作並びにその他役務」のＡ等級として格付けされた者のうち、営業品目(小分類)が「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登録された者であること。


（８）令和２年４月１日以後に「公共複合施設」及び「国、都道府県、政令市又は市町村の庁舎」の両方について、ＰＰＰ／ＰＦＩ方式（ＤＢ、ＤＢＯ、ＤＢＭ、ＰＦＩ等）を活用した事業アドバイザリー業務を完了した実績を有するもの（元請けに限る）。


（９）本企画提案競技に複数の企業で参加する場合は、次に掲げる全ての要件を満たしていること。


　　　ア　すべての構成員が前記（１）から（６）の要件を満たしていること。


　　　イ　代表構成員が前記（７）及び（８）の要件を満たしていること。


　　　ウ　各構成員は、他の構成員として又は単独で本企画提案競技に参加していないこと。








